
①（特集）食コンディショニングチャレンジ（３）
「何を食べる？」を変えてからだの不調を改善
させよう

疲れがなかなかとれない

貧血気味

便秘がつらい

骨密度が心配

筋肉が落ちてきた

②2019年度　ヘルスアップポイント制度　ポイント付与項
目

③「健康ウォーク2019」実施要綱

④嘱託医からのメッセージと医療情報

⑤ぐっすり眠ろう

⑥0円ジム　はじめましょう！

⑦2019年度　収入支出予算の概要

⑧2019年度　保健事業計画・公告

⑨2019年度　被扶養者現況調査の実施
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昨年度からの変更点はありません。

対象項目 ポイント付与項目 被保険者 配偶者
配偶者
以外

付与
ポイント

特定健診
特定保健指導

特定健診の結果、特定保健指導の階層化判定が「積極的支援」または「動機付
け支援」に該当しなかった。
判定不能は除く
原則、事業所での集団検診の期間外での受診は除外

35歳以上 1,500

健康診断の結果、血圧・血糖・脂質のすべてにおいて異常がなかった。
特定保健指導の階層化判定基準により判定
原則、事業所での集団検診の期間外での受診は除外

35歳未満 1,500

特定保健指導の「積極的支援」に該当したが、特定保健指導（6カ月間）を最
後まで受講し、翌年度の健診結果で体重が前年度と比較して2kg以上減少し
た。

35歳以上 35歳以上 40歳以上 3,000

特定保健指導の「動機付け支援」に該当したが、特定保健指導（6カ月間）を
最後まで受講し、翌年度の健診結果で体重が前年度と比較して2kg以上減少し
た。

35歳以上 35歳以上 40歳以上 3,000

◆健診対象者である被扶養者が、2019年度にイーウェ
ルの健康診断（事後精算含む）を受診した。
複数名受診の場合はポイントを人数分付与

◆健診対象者である被扶養者が、2019年度にパート先
等で受診した特定健診のデータをイーウェルに提出
した。
ただし、問診も含む特定健診項目のデータがすべて
そろっているものに限る。

（注）右記の②③の規準において、認定日が各年度に
属する場合は、健診受診の有無にかかわらず健
診を受診したものとみなす。

①2019年度に初めて
受診した場合

年齢不問 40歳以上

1,000

②2018年度に引き続
き受診した場合

1,000

③2017年度を最後に
その後の受診がなか
った場合

2,000

喫煙状況
たばこを吸っていない。
健康診断の問診票にて判定

年齢不問 500

歯科検診 社内の健診（ネットワーク健診含む）を受診 年齢不問 500

健康ウォーク

【イベント】
2019年9月～11月のイベントに参加して、1日の平均歩数が8,000歩以上をクリ
ア（達成賞）

年齢不問

1,500

【イベント】
2019年9月～11月のイベントに参加して、1日の平均歩数が5,000歩以上をクリ
ア（参加賞）

600

【通年】
2019年9月～2020年8月の1年間における1日の平均歩数が5,000歩以上をクリア

年齢不問 1,500

けんぽだより
機関誌『けんぽだより』（春号・秋号）を閲覧した
「閲覧済」のログを確認できたものに限る
春号、秋号それぞれでポイントを付与

年齢不問 200

＊ポイント付与時点で、健康保険組合の被保険者資格を喪失されている方および任意継続被保険者となられた方はポイント付与されま

せん。
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健康保険組合では、保健事業の一環として、毎年ウォーキングイベントを開催しています。

今年度も、９月１日のウォーキングイベントをスタートに、「秋開催」と「通年開催」のイベントを下記のとおり実施いたします。

2019年度　実施要綱
対象者 2019年9月1日現在在籍の従業員（一般被保険者）＊海外勤務者を除く

募集時期 2019年7月予定

開催イベント 秋開催（３カ月間） 通年開催（１年間）

開催期間
9月1日から

同時にスタートします
2019年9月1日から2019年11月30日 2019年9月1日から2020年8月31日

開催期間
および

ヘルスアップポイント付与

【達成賞】1,500ポイント
【参加賞】 600ポイント

1,500ポイント

3カ月間の合計歩数に応じて、獲得できます

【達成賞】

91日間で72.8万歩以上

（1日平均8,000歩以上）

【参加賞】

91日間で45.5万歩以上

（1日平均5,000歩以上）

1年間の合計歩数に応じて、獲得できます

366日間で183万歩以上

（１日平均5,000歩以上）

ポイント付与時期：2020年1月中旬頃 ポイント付与時期：2020年10月頃

注）ポイント付与時点で、健康保険組合の被保険者資格を喪失されている方および任意継続被保険者となられた方はポ

イント付与されません

実施方法
下記いずれかの方法でKENPOSに歩数を登録していただきます
①指定のUSB歩数計を利用
②スマホ用KENPOSウォーキングアプリを利用

2018年度の「通年開催」イベントは、2018年9月1日から2019年8月31日　までです。

健康ウォーク2018の概要は、こちらから
http://www.shionogi-kenpo.or.jp/contents/hoyou/01-07.html

ウォーキングは、「継続すること」が何より大切です。

平日にウォーキングの時間をとれない方は、朝夕の通勤時に「ひと駅分歩く」、「エスカレータなどを利用せずに階段を歩く」などを

意識・実行してみてはいかがでしょうか。

小さな積み重ねでも、体力・体調への大きな貯蓄につながります。

「健康ウォーク2018」は、2,000名以上のみなさまにご参加いただいています。

また、この「健康ウォーク」が、特定健診結果（血糖・血圧・脂質値）の改善につながる結果がでています。

ご自身で健康と思われている方も、健康維持・増進のためにも、ぜひ、「健康ウォーク」にご参加ください！

「KENPOSのウォーキングマップ」もご利用ください。
現在、500名以上の方がウォーキングマップに登録をされています。

KENPOSで記録した歩数に応じて、アバターが歩く『KENPOSウォーキングマップ』、日本全国47都道府県から、自分で自由に歩きた

い場所を選べます。

累積歩数での到達指標にご利用ください。

https://www.kenpos.jp/contents/kenpos_walkingMap2nd
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塩野義健康保険組合　嘱託医　星賀　正明

はじめに
昨年は、地震、台風、豪雨と自然災害が多く発生しました。日頃からの災害対策の重要性を再認識いたしました。みなさまにおかれま

しても、緊急時の連絡手段の確認などお備えください。

健診・保健指導・重症化予防
昨年末に、「脳卒中・心臓病その他の循環器病対策基本法」が国会で成立しました。今後、循環器病対策が総合的かつ計画的に推進さ

れると思います。しかし、いままで手をこまねいていたわけでは決してありません。循環器病は、重症になるまで症状がでないことが

多いため、健診を受けないと見つけることができません。また、その危険因子は、高血圧・糖尿病・脂質異常・喫煙・肥満などの生活

習慣病ですので、保健指導で生活習慣改善を介した根本的な対策をめざしています。治療中の方に対しては、栄養指導や受診勧奨などで

サポートしています。ぜひ、お受けください。

ACP：人生会議
ACP（アドバンス・ケア・プランニング）という言葉をお聞きになったことはおありでしょうか。いま、世界一の超高齢社会であるわ

が国の医療・介護において、最重要の取り組みと認識されています。直訳すると、「前もって先々の治療や療養を計画しましょう」とい

うことになりますが、主体は「人生の最終段階をどのように過ごしたいか」です。いままでは、緊急時にご家族が「心臓マッサージや

気管内挿管を望まれますか」と医療者から尋ねられる場面がありました。しかし、この場合には、1) ご本人の意思を直接確認すること

が不可能な場合が多い　2) 特定の医療行為をするかしないかのみに限られる　3)ご家族が判断をする時間的および精神的な余裕がない

といったものでした。

ACPにはもっと多くの重要なことが含まれています。すなわち、1)ご本人の価値観や目標、気がかりな点など　2)病状や予後に対する理

解　3)治療や療養に関する意向や選考、その提供体制などです。これらをご家族、医療従事者とともに話し合うプロセスがACPです。い

ままでは、人生の最終段階のことをご家族とともに話し合うのは避けられることが多かったように思います。しかし、だれにでも死は

必ず訪れます。その際にどのような最終段階を迎えたいかは実はご本人にとってとても重要なことのはずが、いままでは残されるご家

族が短時間の中で決断せねばならないことが多かったと思います。そうすると、後悔が残ったり、ご家族の中でも意見が分かれること

があります。ACPは解決の糸口ではないでしょうか。

ACPは一度きりのものではありません。すなわち、意思が時間経過とともに変化することはよくあります。また、多数決をとるもので

もありません。昨年11月末に厚生労働省は、ACPの愛称を「人生会議」とすることを発表し、併せて11月30日を人生会議の日と設定し

ました。

ACPがだれにでも好結果をもたらすかはわかっていません。また、どの時期に開始するのが最適かも決まっていません。緩和ケアの重

要な部分であるのですが、おそらくACPはもっと多くの方々に広がっていくことが期待されます。人生会議、特に高齢者のそれぞれの

思いが医療・介護に反映できるように願っています。
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眠りには、体が眠っていても脳は活動状態に近い「レム睡眠」と、体も

脳も眠っている「ノンレム睡眠」があり、この２つの睡眠が眠りに落ち

てから目覚めるまでくり返し現れます。

寝ついたあと、すぐに訪れるのは約90分のノンレム睡眠です。ひと晩の

睡眠の中でもっとも深い眠りで、この「最初のノンレム睡眠」が十分に

深いところまでたどり着けば、そのあとの睡眠の質がよくなり、限られ

た時間でもぐっすり眠ることができます。

一方、睡眠時間が長くても、「最初のノンレム睡眠」が深くなければ、

よく寝た感じは得られません。

睡眠は心と体の疲労を回復するうえでとても重要です。しかし、働く世代はなにかと忙しく、十分な睡眠時間を確保できないことが少

なくありません。睡眠の“質”を上げて、限られた睡眠時間でぐっすり眠りましょう。

「最初のノンレム睡眠」が十分に深いと、自律神経が交感神経優位から副交感神経優位にスムーズに切り替わるため、脳も体もリラッ

クスし、心身ともにしっかり休息できます。ホルモンバランスを整えて肥満や生活習慣病を防ぐ、免疫力を高める、記憶を定着させると

いった睡眠の役割も、きちんと果たされます。

さらに、「22時から深夜2時は、成長ホルモンの分泌が活発な美肌のゴールデンタイム」とよく言われますが、本当のゴールデンタイム

は「最初のノンレム睡眠」が十分に深いときです。成長ホルモンの大半がこのとき分泌され、肌の新陳代謝を促したり、傷ついた細胞

を修復したり、骨や筋肉を丈夫にしてくれます。

とはいえ、睡眠不足は、やはり健康に悪影響を及ぼします。忙しくても6時間以上は寝るようにしましょう。
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高層階オフィスへ階段で登頂
高層階オフィスにお勤めの方におすすめ。本格的な登山装備がなくても、毎日適度の疲

労感と達成感が味わえる。最上階の方は遅刻に注意しよう。

ランチのあとは昼寝？
じゃなくてベンチサイズ！
天気のいいお昼休みは、絶好の筋トレタイム。公園のベンチで仰向けになって、膝から

下を直角に地面に下ろし、腕は胸の前でクロス。上体起こし（クランチ）を10回 3セッ

ト。休憩中のOLさんにもさりげなくアピール。午後の仕事もそのままのいきおいでG

O！

1回1分、空気椅子で足腰を鍛えよう
スクワットと並び下半身の筋肉増強に効果があるのが、空気椅子。壁に背を向けて立ち

（壁なしでもOK）、脚は肩幅よりやや 広め、腕を組んで背筋を伸ばし、少しずつ腰を落

とし、太ももと床が平行になった所でストップ。1分間キープが目安です。

コピーをとるときは ヒップアップ運動
お尻に意識を集中させながら、片足を真うしろに15cmほど上げて10秒間キープ するレ

ッグアップは、コピー機の前で 待っているわずかな時間でもできるヒップアップエクサ

サイズ。続ければ、社内のライバルをも振り向かせる美尻効果が期待できます。

テレビを見ながらごろ寝エクササイズ
腹筋運動=キツイと決めつけてはいませんか?リビングで寝ころんだ姿勢のままでも、お

腹にちょっとした負荷をかけてあげることで、十分効果はあります。たとえばクッショ

ンひとつでもOK。楽しみながら工夫してみては。

軽く立ち飲みでもつま先立ち、からのスクワット
仕事帰りにちょっと一杯。立ち飲み酒場では、つま先立ちから始まってスクワットに発

展させてみよう。デッドリフト、ベンチプレスと並ぶ筋トレBIG3の中で、唯一道具を使

わないで全身の筋肉を刺激するのがスクワット。脂肪燃焼効果も高いので、脂っこいお

つまみやお酒のカロリーもその場で消費してしまえるかも。

通勤の電車の中やデスクワークのちょっとした合間に...自宅でも、家事の合間やふとしたスキマ時間を利用してトレーニングをしてみま

せんか?「ジムに通う 時間がない！」という人にぴったりの気軽で手軽なトレーニング。「0円ジム」で健康習慣はじめましょう。
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繰越金248,000千円。支出を賄うために、保険料率は0.5％アップの8.3％に。

2019年度介護納付金は4分の3報酬割が適用。保険料率は0.1％アップの1.4％に。
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事業名 実施内容

特定健康診査事業
従業員特定健診

事業主の定期健康診断に合わせて実施
腹囲、LDL-C0他、特定健診項目の実施

任継・被扶養者特定健診
イーウェル社に業務委託して実施
被扶養者受診率向上のため、対象者の受診履歴をもとに案内を工夫

特定保健指導事業
特定保健指導（被保険者・被扶養
者）

被保険者および被扶養者のセイコーエプソンへの委託指導費
3年連続対象者を食事指導を中心にした指導業者（メディヴァ）で実施予定
（2018年度試行者の結果を検証し、対象者を拡大する）

保健指導宣伝事業

けんぽだより
年2回Web形式（KENPOS上でHTML形式の見やすい形式）で発信
時間栄養学をシリーズで紹介

育児指導冊子の配布 出産した被保険者・被扶養者に1年間配布

メンタルヘルス相談
EAPによる支援（ＥパートナーＥＡＰサービス）　
各事業所の（安全）衛生委員会に周知活動を依頼

ヘルスアップポイント制度
2018年度と同様、特定健診(長期未受診者対策）や特定保健指導（結果重視）、禁煙、
ウォーキング実績、けんぽだより閲覧等により付与

データ（健診、レセプト）分析
データ分析による現状と保健事業の効果検証、重症化予防対策（対象者継続モニタリン
グ）

減塩対策 2年間のデータによる分析実施

プレゼンティーズムの損失改善
健康意識向上のための健康年齢配付試行（全社）
時間栄養学試行継続
肩こり腰痛対策の試行

健康管理事業推進委員会 事業運営指針に基づき年1回(11月)開催

疾病予防事業

成人病・がん・婦人科健診
（被保険者）

事業主の定期健康診断に合わせて実施（35歳以上対象）
ピロリ菌検査（35歳のみ）
胃カメラ（希望者）

成人病・がん・婦人科健診
（被扶養者・任意継続被保険者）

イーウェル社が提携する医療機関で受診
（健診受診期間6月～12月、予約申込期間6月～11月）

インフルエンザ予防接種
（被保険者）事業所内を中止、外部医療機関で接種
（被扶養者）外部医療機関で接種・1回3,000円まで補助

歯科検診 事業所内集団検診およびネットワーク検診

重症化予防対策 糖尿病、循環器疾患の重症者を抽出し、予防のための受診勧奨、生活指導実施

禁煙キャンペーン・補助
年間を通じて事業所内禁煙治療、外来禁煙補助、らくらく禁煙コンテスト補助等を実
施、EHS組織と共同で事業所内禁煙推進

体育奨励事業 健康ウォークイベント イベント期間（9月～11月）と年間を通した推進、KENPOS利用

契約保養所事業 WELBOX宿泊施設利用 WELBOXで提携している宿泊施設の利用

責任者　理事長　田中　裕幸

公告No. 公告年月日 公告事項

1 30.10.1 平成29年度事業報告について

2 30.10.1 平成29年度収入支出決算書届出

3 30.11.22 組合会議員補欠選挙について

4 30.11.26 組合会議員選挙無投票について

5 30.12.3 組合会議員の当選について

6 30.12.3 組合会議員の就退職について

7 30.4.2 規約変更認可申請（シオノギスマイルハートの編入）

8 30.8.22 規約変更認可申請（一部負担還元金）

9 30.8.22 規約変更認可申請（理事会の決定事項）

10 31.2.21 一般保険料率変更認可申請

11 31.2.21 規約変更認可申請（保険料率変更に伴う負担割合変更）

12 31.3.1 規約変更認可申請（シオノギファーマ株式会社の設立）

13 31.3.1 規約変更認可申請（シオノギデジタルサイエンス株式会社の住所変更）

14 31.3.1 平成31年度任意継続被保険者の標準報酬月額について
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2019年度の被扶養者の現況調査を下記のとおり実施しますので、お知らせします。

実施目的
被扶養者現況調査は、被扶養者として認定されている方が現在も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査

で、厚生労働省の指導に基づき、事業主を通じて毎年実施しなければならないことになっています。

みなさまよりお預かりした大切な保険料の適正使用のための調査ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

１．現況調査対象者
2019年6月1日現在、当健康保険組合の被扶養者に認定され、次の要件に該当する方を対象に実施します。

①配偶者：2017年1月～12月に認定された方

②配偶者以外の被扶養者（子・父母・兄弟姉妹・義父母・子の配偶者など）：

2017年12月31日以前に認定された方（誕生日が1997年4月2日以降の方を除く）

＊ただし、6月1日時点で「被保険者（従業員）」が海外勤務、長期海外留学・出張中の方、および「任意継続被保険者」の方は、

調査対象から除きます。

２．調書の送付・提出期限
調書の送付：6月下旬に社内メール便で該当する被保険者宛に送付します。

被保険者が休職等の場合は、自宅に郵送します。

提出期限：2019年7月19日（金）

３．提出書類
提出いただく証明書類については、6月にお送りする調書の裏面でご確認ください。

被扶養者が次に該当する場合は、所得証明書とは別にそれぞれに記載の証明書類の提出も必須になりますので、いまから準備・
保管しておいてください。

調査対象者と別居されている方（単身赴任留守宅、調査対象者が学生の場合を除く）

直近３ヵ月以上の送金の事実を証明する書類の提出が必要となります。

調査対象者が本年（2019年）1月以降に仕事を始められた方（学生の場合を除く）

直近３ヵ月分の給与明細書の提出が必要となります。

４．注意事項
・証明書類を取得するために発生する費用は、自己負担ください。

・認定を取り消す場合（本調査にご協力いただけない場合）の強制削除日は、2019年9月1日とします。

・本調査により、当健康保険組合への加入ができない「就職」、「結婚」等の事由が判明した場合は、ただちに資格を取消し、資

格喪失日以降に保険給付を受けたものについては返還請求を行います。

本調査に関するQ&Aは、健康保険組合ホームページ「けんぽQ&A（よくあるご質問－被扶養者現況調査）」に掲載していますので、ご

参照ください。

塩野義健康保険組合ホームページ　URL：http://www.shionogi-kenpo.or.jp/
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